
大網白里市の景観 　大網白里市は、「やま」「まち」「さと」「はま」といった特徴ある景観を有しています。
これらの景観は、自然や歴史、生業 ( なりわい）などを背景に長い時間をかけて築き
あげてきた大切な資源です。それぞれの地域特性を活かした景観づくりを推進し、次
の世代へと引き継いでいくことが大切です。

みんなで景観づくりを進めていきましょう。
　私たちの身の周りは、道路、建物、山、海、木々や草花などの、
実にさまざまな要素で構成されています。
　「景観」とは、多彩な要素が、私たちの周囲に広がる景色（田
園風景や、山並み、日常の生活空間など）にとけこむことで、一
体的に形づくられます。「景観」を良好なものにすることは、私た
ちの生活を魅力的で、生き生きとしたものにし、さらには人生の質
を高めることにつながります。
   良好な景観を育んでいくためには、私たち一人ひとりが日頃から
身の周りの景観に関心を持ち、行動に移していくことが必要です。

　そのため、市の特徴ある景観を守り、育て、美しい街並みを誘
導するために、みんなで守るべきおおまかなルールとなる景観計画
を策定しました。

　市民、事業者、行政の協働による景観づくりを進めていくことで、
良好な街並みや景観の形成を図り、生活空間や地域全体の魅力や
質を高め、市の将来像である「みんなでつくろう！住みたい・住み
続けたいまち」の実現を目指しましょう。
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本市は平成23年５月に景観法に基づく景
観行政団体となり、「景色にとけこむ美しい
まちづくり―大網白里市景観計画―」を策定
しました。また、関連条例である「大網白里
市景観条例」を定め、平成26年10月1日から
運用が始まります。

本景観計画では、大網白里市の魅力を高
めるため、景観づくりの方針や建築行為等を
行う場合に配慮する事項を定めています。

良好な景観は、将来にわたり市民共有の
財産になります。市民、事業者、行政の協働
によって、魅力ある景観づくり・まちづくりを
進めましょう。
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